南陽市分別収集計画
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１．計画策定の意義
本市では、平成１３年３月策定した「第４次南陽市総合計画」の分野別基本目標に「安心でやさしいまちづくり」があり、市民・事業者・行政の協働による総合的な環境保全の推進を目指しております。

なかでも、家庭から排出されるごみの量は、ライフスタイルの多様化などに伴い年々増加傾向にあり、埋立容量の逼迫問題の解消あるいは循環型社会の形成のためには、ごみの減量化、資源化は緊急の課題となっております。

本市をはじめとする置賜地域の３市５町では、平成１１年４月から広域的にごみの処理を実施するため、置賜広域行政事務組合（以下「置広組合」という。）により建設されたごみ処理施設（千代田クリーンセンター）において安全かつ適正にごみ処理を実施しております。

また、リサイクル促進のための啓蒙啓発活動や集団資源回収事業の推進、生ごみの堆肥化容器設置補助事業などを展開しています。

　平成８年１０月策定した「南陽市ごみ処理基本計画」においては、一般廃棄物の分別を可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみの４分別とし、収集対象区域を本市全域に拡大しました。

　そして、平成９年度からは分別対象品目に空き缶、空きびん、古紙類および布類を資源ごみとして追加対象とし、より一層のごみ減量化・再資源化を図りました。

　平成１１年４月１日施行のごみ袋の指定化・有料化に伴い、住民のごみ排出抑制意識の醸成そして分別の徹底によるリサイクルに対する取組みが推進されました。

　さらには、一般廃棄物に占める容器包装廃棄物を資源としてリサイクルするために施行された「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（以下「容器包装リサイクル法」という。）の施行にあわせ、従来のごみ処理施設である千代田クリーンセンター内に再資源化施設（リサイクルプラザ）を平成１４年４月１日新たに建設し、同日容器包装リサイクル法第８条に基づき、ペットボトルとプラスチック製容器包装類の分別収集を開始しました。このことにより、従来は不燃ごみとして処理されていたペットボトルとプラスチック製容器包装類がリサイクルされるとともに減量化が推し進められれば、埋立処分場の残余地の延命化にも一役買うことになります。

本計画の推進により、容器包装廃棄物の３Ｒ(リデュース、リュース、リサイクル)を推進し、資源の有効利用が図られ、循環型社会の形成が図られるものであります。

２．計画の基本的方向
本計画を実施するにあたっての基本的方向を以下に示す。
・より積極的な市民・事業者への啓蒙啓発活動あるいは実践活動に取り組む。
・ごみの排出抑制を第一とし、次に排出されたごみは可能な限り再使用・リサイクルするものとするなど、市民・事業者・行政がそれぞれ自主的積極的にごみの減量化に取り組む。
・本事業への取り組みを通じ、各主体が快適な生活環境づくりに参画をする。
３．計画期間
本計画の計画期間は平成２３年４月を始期とする５年間とし、３年ごとに改定する。
４．対象品目

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器【無色、茶色、その他（青・緑色、黒色）】、飲料用紙製容器、段ボール、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装を対象とする。
５．各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み

（法第８条第２項第１号）
	
	23年度
	24年度
	25年度
	26年度
	27年度

	容器包装廃棄物
	707　t
	682　t
	658　t
	634　t
	612　t


６．容器包装廃棄物の排出の抑制の促進するための方策に関する事項

（法第８条第２項第２号）
容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図るため以下の方策を実施する。なお、実施にあたっては市民・事業者・行政がそれぞれの立場から役割を分担し、相互に協力・連携を図りながら進めていく。
①環境教育、啓発活動の充実
小・中学校、中央公民館・地区公民館との連携により、児童生徒や一般市民に環境教育の一環としてごみの減量・リサイクル思想の啓蒙や、ごみ処理施設の見学会等、あらゆる機会を活用し現状認識に積極的に取り組む。
②過剰包装の抑制
消費者、事業者一体となった包装の簡素化の推進や買い物袋持参運動の推進を行う。
③ごみ減量化推進住民団体の育成・支援
市民が主体となって組織するボランティア団体に対し育成・支援を行い、市民参画のごみ減量化運動を展開する。

７．分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分　（法第８条第２項第３号）
本市における分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類を、下表左欄に定める。

また、市民の協力度、収集機材、選別施設等を勘案し、収集に係る分別の区分は、下表右欄のとおりとする。
	分別収集をする容器包装廃棄物の種類
	収集に係る分別の区分

	主としてスチール製の容器

主としてアルミ製の容器
	缶

	主としてガラス製の容器
	無色のガラス製容器
	ガラスびん

	
	茶色のガラス製容器
	

	
	その他のガラス製容器
（青・緑色、黒色）
	

	主として紙製の容器であって飲料を充てんするためのもの（原材料としてアルミニウム画利用されているものを除く。）
	飲料用紙パック

	主として段ボール製の容器
	段ボール

	その他紙製容器
	菓子箱等

（飲料用紙パック、段ボール以外の紙製容器包装）

	主としてポリエチレンテレフタレート（PET）製の容器

であって飲料又はしょうゆ等を充てんするためのもの
	ペットボトル

	主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外

のもの
	プラスチック製容器包装

（ペットボトル以外のプラスチック製容器包装）


８．各年度において得られる分別基準適合物の特定分別適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み
（法第８条第２項第４号）
（単位：ｔ/年）
	
	23年度
	24年度
	25年度
	26年度
	27年度

	主としてスチール製の容器
	38ｔ
	37ｔ
	35ｔ
	34ｔ
	33ｔ

	主としてアルミ製の容器
	11ｔ
	11ｔ
	11ｔ
	10ｔ
	10ｔ

	無色のガラス製容器
	（合計）

103ｔ
	（合計）

100ｔ
	（合計）

96ｔ
	（合計）

93ｔ
	（合計）

89ｔ

	
	（引渡量）
103ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引渡量）
100ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引渡量）
96ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引渡量）
93ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引渡量）
89ｔ
	（独自処理量）
0ｔ

	茶色のガラス製容器
	（合計）

125ｔ
	（合計）

121ｔ
	（合計）

117ｔ
	（合計）
112ｔ
	（合計）

108ｔ

	
	（引渡量）
125ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引渡量）
121ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引渡量）
117ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（独自処理量）
112ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（独自処理量）
108ｔ
	（独自処理量）
0ｔ

	その他のガラス製容器
（青・緑色、黒色）
	（合計）

56ｔ
	（合計）

54ｔ
	（合計）

52ｔ
	（合計）

51ｔ
	（合計）

49ｔ

	
	（引渡量）
56ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引渡量）
54ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引渡量）
52ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引渡量）
51ｔ
	（独自処理量）
0 ｔ
	（引渡量）
49ｔ
	（独自処理量）
0ｔ

	主として紙製の容器であって飲料を充てんするためのもの（原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。
	1ｔ
	1ｔ
	1ｔ
	1ｔ
	1ｔ

	主として段ボール製の容器
	127ｔ
	122ｔ
	118ｔ
	113ｔ
	109ｔ

	主として紙製の容器包装であって上記以外のもの
	（合計）

6ｔ
	（合計）

6ｔ
	（合計）

5ｔ
	（合計）

5ｔ
	（合計）

5ｔ

	
	（引渡量）
0ｔ
	（独自処理量）
6ｔ
	（引渡量）
0ｔ
	（独自処理量）
6ｔ
	（引渡量）
0ｔ
	（独自処理量）
5ｔ
	（引渡量）
0ｔ
	（独自処理量）
5ｔ
	（引渡量）
0ｔ
	（独自処理量）
5ｔ

	主としてポリエチレンテレフタレート（PET）製の容器であって飲料又はしょうゆを充てんするためのもの
	（合計）

80ｔ
	（合計）

77ｔ
	（合計）

74ｔ
	（合計）

71ｔ
	（合計）

69ｔ

	
	（引渡量）
80ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引渡量）
77ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引渡量）
74ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引渡量）
71ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引渡量）
69ｔ
	（独自処理量）
0ｔ

	主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの
	（合計）

159ｔ
	（合計）

154ｔ
	（合計）

148ｔ
	（合計）

143ｔ
	（合計）

138ｔ

	
	（引渡量）
159ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引渡量）
154ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引渡量）
148ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引取量）
143ｔ
	（独自処理量）
0ｔ
	（引取量）
138ｔ
	（独自処理量）
0ｔ

	計
	707ｔ
	682ｔ
	658ｔ
	634ｔ
	612ｔ


９．各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法

※算定方法については、特記事項に記載（別紙）
１０．分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号）
収集運搬の段階、選別・保管等の段階における実施者は、下表のとおりである。

	容器包装廃棄物の種類
	収集に係る分別の区分
	収集・運搬段階
	選別・保管等段階

	金属
	スチール製容器
	缶　類
	市による定期回収
	民間業者

	
	アルミ製容器
	
	
	

	ガ　ラ　ス
	無色のガラス製容器
	びん類
	市による定期回収
	民間業者

	
	茶色のガラス製容器
	
	
	

	
	その他のガラス製容器
（青・緑色、黒色）
	
	
	

	紙　類
	飲料用紙製容器
	紙パック
	市による定期回収
	民間業者

	
	段ボール
	段ボール
	
	

	
	その他紙製容器包装
	紙製容器包装
	
	

	プラスチック
	ペットボトル
	ペットボトル
	市による定期回収
	広域行政施設

	
	その他プラスチック製

容器包装
	プラスチック製容器包装
	市による定期回収
	広域行政施設


１１．分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号）
	種　　類
	収集に係る分別の区分
	収集容器
	回　収　車
	中間処理

	スチール製容器
アルミ製容器
	空き缶
	プラスチック製コンテナ
	パッカー車
	委託業者

（圧縮・保管・選別）

	無色のガラス製容器
	ガラスびん
	プラスチック製コンテナ
	びんパッカー車
	委託業者

（保管）

	茶色のガラス製容器
	
	
	
	

	その他のガラス製容器
（青・緑色、黒色）
	
	
	
	

	飲料用紙製容器
	紙パック
	な　し

（紙ひもで縛って排出）
	２ｔ平ボディー車
	委託業者

（圧縮・保管）

	段ボール
	段ボール
	
	
	

	その他紙製容器包装
	菓子箱等
	
	
	

	ペットボトル
	ペットボトル
	指定袋
	パッカー車
	リサイクルプラザ（選別・圧縮・梱包施設）

	その他プラスチック製容器
	プラスチック製容器
	
	パッカー車
	


１２．その他の容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項（法第８条第２項第７号）
・市民や事業者の意見、要望を反映させ、容器包装廃棄物の分別収集を円滑かつ効率的に進めていくため、市民や事業者、行政からの委員で構成された南陽市環境対策協議会を設置し、推進体制を整備する。
・子供会や自治会等の市民団体による集団回収を促進するため、奨励金の交付、優良団体の表彰、収集設備の設置への補助金交付を行う。

特記事項
・容器包装廃棄物の排出見込み量算定の考え方について
本市では、ごみの組成別平均比率の調査を行っていないため、平成11年度から平成21年度までの一般廃棄物の回収実績および一般廃棄物に占める品目ごとの構成比率、増減率、人口の動態あるいは世帯数の推移状況等を勘案して次のとおり計画値を算定した。

	
	11年度

（実績）
	12年度

（実績）
	13年度

（実績）
	14年度

（実績）
	15年度

（実績）
	16年度

（実績）

	計画処理区域人口
	36,824人
	36,687人
	36,447人
	36,190人
	36,059人
	35,864人

	対前年度比の人口増減率
	－
	▲0.4％
	▲0.7％
	▲0.7％
	▲0.4％
	▲0.5％

	世帯数
	10,580戸
	10,676戸
	10,703戸
	10,702戸
	10,778戸
	10,835戸

	世帯数の増減率
	－
	0.9％
	0.3％
	0.0％
	0.7％
	0.5％

	一般廃棄物の総量(Ａ)
	10,564ｔ
	11,669ｔ
	12,174ｔ
	12,707ｔ
	13,339ｔ
	12,643ｔ

	対前年比の増減率
	－
	10.5％
	4.3％
	4.4％
	5.0％
	▲5.2％

	容器包装廃棄物の総量(Ｂ)
	793ｔ
	800ｔ
	849ｔ
	1,199ｔ
	1,146ｔ
	1,058ｔ

	容器包装廃棄物の増減率
	－
	0.9％
	6.1％
	41.2％
	▲4.4％
	▲7.7％

	一般廃棄物全体に閉める容器包装廃棄物の割合(Ｂ)／(Ａ)
	7.5％
	6.9％
	7.0％
	9.4％
	8.6％
	8.4％

	(Ｃ)資源ごみの総量
	2,016ｔ
	2,138ｔ
	2,177ｔ
	2,502ｔ
	2,427ｔ
	2,246ｔ

	資源ごみの増減率
	－
	6.1％
	1.8％
	15.0％
	▲3.0％
	▲7.5％

	リサイクル率(Ｃ)／(Ａ)
	19.1％
	18.3％
	17.9％
	19.7％
	18.2％
	17.8％

	１人あたりが一年間に出すごみの量
	287kg
	318kg
	334kg
	351kg
	370kg
	353kg

	１日１人あたりのごみの排出量
	786ｇ
	871ｇ
	915ｇ
	962ｇ
	1,013ｇ
	966ｇ


	
	17年度

(実績)
	18年度

（実績）
	19年度

（実績）
	20年度

(実績)
	21年度

（実績）
	22年度

（見込）

	計画処理区域人口
	35,459人
	35,160人
	34,949人
	34,737人
	34,479人
	34,253人

	対前年度比の人口増減率
	▲1.1％
	▲0.8％
	▲0.6％
	▲0.6％
	▲0.7％
	▲0.7％

	世帯数
	10,852戸
	10,909戸
	10,963戸
	11,015戸
	10,970戸
	11,010戸

	世帯数の増減率
	0.2％
	0.5％
	0.5％
	0.5％
	▲0.4％
	0.4％

	一般廃棄物の総量(Ａ)
	12,180ｔ
	12,257ｔ
	11,902ｔ
	10,719ｔ
	10,131ｔ
	10,055ｔ

	対前年比の増減率
	▲3.7％
	0.6％
	▲2.9％
	▲9.9％
	▲5.5％
	▲0.7％

	容器包装廃棄物の総量(Ｂ)
	975ｔ
	973ｔ
	909ｔ
	764ｔ
	734ｔ
	734ｔ

	容器包装廃棄物の増減率
	▲7.8％
	▲0.2％
	▲6.6％
	▲15.9％
	▲4.0％
	0.0％

	一般廃棄物全体に閉める容器包装廃棄物の割合(Ｂ)／(Ａ)
	8.0％
	7.9％
	7.6％
	7.1％
	7.2％
	7.3％

	資源ごみの総量(Ｃ)
	2,020ｔ
	2,024ｔ
	1,822ｔ
	1,461ｔ
	1,338ｔ
	1,338ｔ

	資源ごみの増減率
	▲10.1％
	0.2％
	▲10.0％
	▲19.8％
	▲8.4％
	0.0％

	リサイクル率(Ｃ)／(Ａ)
	16.6％
	16.5％
	15.3％
	13.6％
	13.2％
	13.3％

	１人あたりが一年間に出すごみの量
	343kg
	349kg
	341kg
	309kg
	294kg
	294kg

	１日１人あたりのごみの排出量
	941ｇ
	955ｇ
	933ｇ
	845ｇ
	805ｇ
	804ｇ

	
	23年度

(見込)
	24年度

（見込）
	25年度

(見込)
	26年度

（見込）
	27年度

（見込）

	計画処理区域人口
	34,028人
	33,805人
	33,584人
	33,364人
	33,145人

	対前年度比の人口増減率
	▲0.7％
	▲0.7％
	▲0.7％
	▲0.7％
	▲0.7％

	世帯数
	11,050戸
	11,090戸
	11,130戸
	11,171戸
	11,211戸

	世帯数の増減率
	0.4％
	0.4％
	0.4％
	0.4％
	0.4％

	一般廃棄物の総量(Ａ)
	10,031ｔ
	10,007ｔ
	9,982ｔ
	9,958ｔ
	9,934ｔ

	対前年比の増減率
	▲0.2％
	▲0.2％
	▲0.2％
	▲0.2％
	▲0.2％

	容器包装廃棄物の総量(Ｂ)
	707ｔ
	682ｔ
	658ｔ
	634ｔ
	612ｔ

	容器包装廃棄物の増減率
	▲3.6％
	▲3.6％
	▲3.6％
	▲3.6％
	▲3.6％

	一般廃棄物全体に閉める容器包装廃棄物の割合(Ｂ)／(Ａ)
	7.1％
	6.8％
	6.6％
	6.4％
	6.2％

	資源ごみの総量(Ｃ)
	1,290ｔ
	1,244ｔ
	1,200ｔ
	1,157ｔ
	1,116ｔ

	資源ごみの増減率
	▲3.6％
	▲3.6％
	▲3.6％
	▲3.6％
	▲3.6％

	リサイクル率(Ｃ)／(Ａ)
	12.9％
	12.4％
	12.0％
	11.6％
	11.2％

	１人あたりが一年間に出すごみの量
	295kg
	296kg
	297kg
	298kg
	300kg

	１日１人あたりのごみの排出量
	808ｇ
	811ｇ
	814ｇ
	818ｇ
	821ｇ


	内　　　　　　容
	使　　用　　指　　数

	対前年度比の計画処理区域人口の増減率(％)
	▲0.7％　（対象期間：平成11年度から平成21年度まで）

	世帯数の増減率(％)
	0.4％　（対象期間：平成11年度から平成21年度まで）

	一般廃棄物の対前年比の増減率(％)
	▲0.2％　（対象期間：平成11年度から平成21年度まで）

	容器包装廃棄物の対前年比の増減率(％)
	▲3.6％　（対象期間：平成11年度から平成21年度まで）

	資源ごみの対前年比の増減率(％)
	▲3.6％　（対象期間：平成11年度から平成21年度まで）

	リサイクル率(％)
	計画最終年度（平成27年度）のリサイクル率を11.2％に設定し、各々におけるこれまでの増減率に基づき算定した。


	品　　　　目
	構成比率
	備　　　　　　　　　考

	アルミ缶
	22.9％
	平成9年度から平成21年度までにおける実績から平均排出割合値を算出し、空き缶に占めるアルミ・スチールの構成割合を用いる。

	スチール缶
	77.1％
	

	無色のガラス製容器
	36.3％
	平成11年度から平成21年度にかけてのカレットの色別ごとの排出割合の平均値を用いる。

	茶色のガラス製容器
	44.0％
	

	その他のガラス製容器
	青・緑色
	17.8％
	

	
	黒色
	1.9％
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